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令和７年８月姶良市農業委員会総会  口述書（議長用）  

1. 開催日時 : 令和７年８月29日（金） 午後１時30分～ 

2. 開催場所 : 姶良市役所 本館４階 入札室 

3. 出席委員 : 農業委員 農地利用最適化推進委員 

【農業委員】  

１番 杉尾 敏憲 １１番 本村 正一 

２番 白尾 親昭 １２番 坂元 廣幸 

３番 岩元 律子 １３番 牧野田 隆平 

４番 森山 良久 １４番 松元 信道 

５番 山下 妙子 １５番 平 富士夫 

６番 市野 たつ子 １６番 内甑 達也  

７番 猶木 悟   

８番 市薗 由美子 １８番 宮原 千年 

９番 大重 孝司 １９番 夏田 恒 

１０番 小長野 誠   

【農地利用最適化推進委員】 

１番 上福元 克己 ７番 橋本 好文 

２番 長野 洋一 ８番 比良 文識 

３番 松永 政裕 ９番 内村 幸雄   

４番 松元 健一   

５番 池端 隆志 １１番 扇薗 弘行 

６番 堂前 澄男 １２番 柚木 利雄  

４．議事日程 

０１.             議事録署名委員の指名 

０２.             会議書記の指名 

０３. 議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について 

０４. 議案第２号  農地転用事業計画変更申請について 

０５. 議案第３号  農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について 

０６. 議案第４号  農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について 

０７. 議案第５号  農地法第５条の規定による許可申請に係る意見について 

０８. 議案第６号  農地の利用目的変更届について 

０９. 議案第７号  農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画（貸借）について 

１０.          農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画（貸借）の認可について 

１１.          農地利用集積計画(貸借)の合意解約報告 

１２.          その他 

5. 農業委員会事務局職員 

事務局長  事務局長補佐兼農地係長  農地係主幹 農地係主任主査  農地係主査 

振興係主任主査   
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事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

  

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姿勢を正してください。一同礼。 

 

ただいまから、令和７年８月、 姶良市農業委員会総会を開会い

たします。 

出席農業委員は、１８名中１８名で、定足数に達しておりますの

で、本総会は、成立しております。 

 

――― 会務報告 ――― 

 

まず、会務報告について、事務局からの報告を求めます。 

 

〔事務局 報告〕 

 

――― 日程第１ 議事録署名委員の指名 ――― 

 

次に、日程第１、姶良市農業委員会 会議規則第１７条第２項に

規定する、議事録署名委員についてですが、議長から指名させてい

ただくことに、ご異議ございませんか。 

 

『異議なし』 

 

それでは、農業委員６番、農業委員７番に、お願いいたします。 

 

――― 日程第２ 会議書記の指名 ――― 

 

次に、日程第２、会議書記の指名について、本日の会議書記に

は、事務局職員の、局長補佐兼農地係長と、振興係主任主査を、指

名いたします。 

これからの議案の審議では、農業委員会法第３１条規定の議事参

与の制限に該当する事案の委員は、審議開始から終了までの間、退

席をお願いし、関係議案終了後に入室、着席をお願いします。 

なお、委員本人の方々の事案については、事務局で把握できます

が、それ以外の親族等については、把握ができませんので、規定に

より申し出ていただき、退席等よろしくお願いいたします。 
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議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――― 日程第３ 議案第１号 ――― 

  

次に、日程第３、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申

請の処分決定について、議題に供します。１番から５番について、

説明をお願いします。 

まず、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請の処

分決定について、ご説明します。総会資料は、１～２ページです。 

今月の申請件数につきましては、５件となっております。 

なお、５番につきましては、農業委員５番が、農業委員会等に関

する法律第３１条の規定「議事参与の制限」に抵触する議案となっ

ております。  

先般、各担当委員におきまして、事前調査がなされ、現地調査報

告書の１ページから調査書がございますので、審議の参考としてく

ださい。 

 

それでは、まず、１番について説明します。 

譲受人○○、譲渡人○○、申請地は、加治木町日木山で、田が１

筆、面積が３４９㎡のうち１４８㎡で、売買による所有権移転で

す。 

なお、議案第６号、農地の利用目的変更届に関連する案件となっ

ております。                        

以上で、１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１１番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、推進委員１１番です。調査報告いたします。令和７年８月 

２１日、代理人に聞き取りを行い、申請地を調査いたしました。農

作業用機械は、現在草払機のみを所有され、今後、管理機等を購入

し、それ以外の必要な機械は、知人に借りる方向で考えておられま

す。譲受人の労働力は、本人と世帯主の２人で、労力的にも技術面

においても十分可能だと思います。それから、通作可能距離につい

ても、申請地は後ほど５条申請で出てくる農地の隣地になり、問題

ありません。当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと

思われますので、許可相当と思われます。 

以上で報告を終わります。 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、引き続き２番につきまして説明します。 

譲受人〇〇、譲渡人〇〇、申請地は、蒲生町白男で、田が５筆で 

５，２６９㎡、畑が１筆で７４０㎡、合計６筆の面積が６，００９

㎡で、贈与による所有権移転です。                           

以上で、２番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員９番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員９番です。調査報告いたします。令和７年８月 

１９日、現地確認をした後に、譲受人に電話で聞き取りを行いまし

た。申請地は、本人の父親の実家の近くであり、本人と２人で田ん

ぼ・畑をされるとのことでした。農業用機械は、お父様が軽トラッ

クから、耕耘機、コンバイン、草払機等、すべて揃えられており、

労働力等は問題ないと思います。当申請は、農地法第３条第２項の

各号に該当しないと思われますので、許可相当と思われます。 

 

次に、３番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、引き続き３番につきまして説明します。 

譲受人〇〇、譲渡人〇〇、申請地は、蒲生町久末で、畑が１筆、

面積が９５７㎡で、売買による所有権移転です。 

 以上で、３番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員９番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員９番です。調査報告いたします。令和７年８月 

１８日、現地確認をした後に、代理人の行政書士に電話で聞き取り

を行いました。労働力は、本人とご両親の３人です。農作業用機械

は、軽トラック、耕耘機、草払機等があり、問題はないと思われま

す。当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われま

すので、許可相当と思われます。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、４番について、事務局の説明を求めます。 
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事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

  

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

それでは、引き続き４番につきまして説明します。 

譲受人〇〇、譲渡人〇〇、申請地は、平松で、田が１筆、面積が 

６９０㎡で、売買による所有権移転です。                        

以上で、４番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員５番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、推進委員５番です。調査報告いたします。令和７年８月 

１８日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調査いたし

ました。譲受人は、現在１人で田を耕作され、農業用機械は、トラ

クター、田植機、軽トラック、防除機等を所有されています。申請

地は、隣接の造成工事内の代替え地として購入されたもので、工事

完了後も耕作するとのことです。当申請は、農地法第３条第２項の

各号に該当しないと思われますので、許可相当と思われます。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、５番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、引き続き５番につきまして説明します。 

譲受人〇〇、譲渡人〇〇、申請地は、豊留で、田が１筆、面積が 

１，０１３㎡で、贈与による所有権移転です。     

 以上で、５番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員１５番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員１５番です。調査報告いたします。令和７年８月 

１５日、譲受人と現地で聞き取りを行い、申請地を調査いたしまし

た。ほ場は、水稲が作付けされ、現在生育中でございました。譲受

人の労働力は、本人１人で、農業用機械については、トラクター１

台、田植機１台、コンバイン１台、乾燥機１台、すべてリースで対

応するとのことです。当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

以上で報告を終わります。 

 

それでは、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請の処

分決定についての、１番から５番について、質疑に入ります。 
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議 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

なお、５番については、議事参与制限により、本日の総会に、関

係者がいらっしゃいますので、個別案件で質疑し、採決いたしま

す。 

まず、１番から４番について、質疑のある委員は、挙手をお願い

します。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請の処分決定につ

いての、１番から４番について、原案のとおり、決定することに賛

成の委員は、挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申

請の処分決定についての、１番から４番については、原案のとお

り、決定いたしました。 

 

 それでは、５番の関係者、農業委員５番、山下委員の退席をお願

いします。 

 

〔委員退席〕 

 

５番について、質疑のある委員は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それでは、お諮りいたします。 

 議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請の処分決定につ

いての、５番について、原案のとおり、決定することに賛成の委員

は、挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申

請の処分決定についての、５番については、原案のとおり、決定い

たしました。 

農業委員５番、山下委員の着席をお願いします。 
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議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

――― 日程第４ 議案第２号 ――― 

 

次に、日程第４、議案第２号、農地転用事業計画変更申請につい

て、議題に供します。１番と２番について、説明をお願いします。 

 

まずは、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第２号、農地転用事業計画変更申請についてご説

明いたします。総会資料は、３ページ、申請件数は、２件となりま

す。 

それでは、１番につきまして、ご説明いたします。 

申請人は、○○、変更前の申請地が、三拾町の畑、１筆、３４１

㎡となっております。 

これは、先月の総会案件で、８月５日付けで５条許可を受けた案

件になりますが、金融機関の融資の関係で申請人を夫の○○から妻

の○○に変更する事業計画変更となっております。 

この後の議案第４号の８番で、農地法５条申請が、併せて提出さ

れております。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員４番に、議案第４号の８番

とも関連がありますので、一括して調査の結果並びに補足説明をお

願いします。 

 

はい、農業委員４番です。調査報告いたします。農地区分は、第

２種農地でありますが、その他の農地に該当するため、問題はあり

ません。申請地の位置は、○○から北に、約４２０ｍの位置にあり

ます。被害防除現況としましては、東が畑、西が公衆用道路、南が

畑、北が宅地です。申請実現の確実性としましては、融資証明もあ

り、確実です。条件・特記事項は、特にありません。総合意見とし

まして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現

地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

２番につきまして ご説明いたします。 

申請人は、○○、変更前の申請地が、平松の田、１筆、 

１，０１７㎡となっております。 
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議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

当初計画で、○○が令和５年３月６日付で、資材置場 として、

５条許可を受けておりますが、今回、当初計画地を含めた周辺土地

一体を事業所用宅地として造成する事業計画変更となっておりま

す。 

この後の議案第５号の１番で、農地法５条申請が、併せて提出さ

れております。 

 

ただいまの説明に関連し、農業委員１８番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員１８番です。調査報告いたします。農地区分は、

第３種農地で、問題はありません。申請地の位置は、○○から北西

に、約７６０ｍの位置にあります。被害防除現況としましては、東

が雑種地、西が田（第５条申請地）、南が田（第５条申請地）、北

が田（第５条申請地）です。申請実現の確実性としましては、自己

資金証明及び融資証明もあり、確実です。条件・特記事項は、特に

ありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基

準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であ

ります。 

 

これより、議案第２号、農地転用事業計画変更申請についての、

１番と２番について、質疑に入ります。 

質疑のある委員は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第２号、農地転用事業計画変更申請についての、１番と２番

について、原案のとおり意見決定と許可することに、賛成の委員は

挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第２号、農地転用事業計画変更申請につい

ての、１番と２番については、原案のとおり意見決定と許可が、決

定いたしました。 
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委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

――― 日程第５ 議案第３号 ――― 

 

次に、日程第５、議案第３号、農地法第４条の規定による許可申

請の処分決定について、議題に供します。 

１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第３号、農地法第４条の規定による許可申請の処

分決定についてご説明いたします。総会資料は４ページ、申請件数

については、１件となります。 

それでは、１番につきまして、ご説明いたします。 

申請人は、○○、申請地は、加治木町反土の田、２筆、合計 

２９２㎡です。農地区分は第２種農地、転用目的は、資材置場とな

っております。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連し、農業委員１１番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員１１番です。調査報告いたします。農地区分は、

第２種農地でありますが、その他の農地に該当するため、問題はあ

りません。申請地の位置は、○○から北東に、約３００ｍの位置に

あります。被害防除現況としましては、東が市道、西が宅地、南が

市道、北が宅地です。申請実現の確実性としましては、自己資金証

明もあり、確実です。条件・特記事項は、特にありません。総合意

見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結

果、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第３号、農地法第４条の規定による許可申請の処

分決定について、質疑に入ります。 

質疑のある委員は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

 それでは、お諮りいたします。 

議案第３号、農地法第４条の規定による許可申請の処分決定につ

いて、原案のとおり許可することに賛成の委員は挙手をお願いしま

す。 
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第３号、農地法第４条の規定による許可申

請の処分決定については、原案のとおり意見決定と許可が、決定い

たしました。 

 

――― 日程第６ 議案第４号 ――― 

 

次に、日程第６、議案第４号、農地法第５条の規定による許可申

請の処分決定について、議題に供します。１番から１０番につい

て、説明をお願いします。 

まず、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請の処

分決定についてご説明いたします。総会資料は、５ぺージから８ペ

ージでございます。今月の申請件数につきましては、番号１１番が

申請に必要な資料の提出が期限までになされなかったため、取下げ

となり、１０件となっております。 

それでは、１番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）、○○、土地の所在

は、加治木町日木山、田が１筆で、面積が３４９㎡のうち１９９㎡

です。権利の内容は、所有権移転、農地区分は、第３種農地、転用

目的は、一般住宅で、申請理由は、夫の実家に近い申請地に、自己

住宅を建築したいとのことです。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員１１番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員１１番です。調査報告いたします。農地区分は、

第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、○○から東に、

約１７０ｍの位置です。被害防除現況としましては、東が市道、西

が市道、南が田（残地）、北が宅地です。申請実現の確実性としま

しては、自己資金証明及び融資証明もあり、確実です。条件および

特記事項は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基準

の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としまして

は、許可意見であります。 

以上で報告を終わります。 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、２番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、他７名、土

地の所在は、平松、田が７筆で、合計面積が４，３７９㎡です。権

利の内容は、所有権移転、農地区分は、第３種農地、転用目的は、

駐車場で、申請理由は、クリーニング工場増設に伴い、トラック用

駐車場・従業員駐車場として利用したいとのことです。 

こちらの申請は、隣接地３，３００の宅地２，２３６㎡、 

３，３０５の宅地２，６６３．４４㎡と一体利用で、全事業面積が

９，２７８．４４㎡となります。 

こちらの申請は、面積３０ａを超えるため、県農業委員会ネット

ワーク機構への意見聴取案件となります。 

また、駐車場なので、工事の完了の報告があった日から３年間６

か月ごとに事業の実施状況を報告することを許可書の条件に付した

いと思います。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員１８番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員１８番です。調査報告いたします。農地区分は、

第３種農地で、問題はありません。申請地の位置は、○○から北西

に、約８３０ｍの位置にあります。被害防除現況としましては、東

が県道と畑、西が水路と宅地、南が水路と田と宅地、北が水路と雑

種地と県道です。申請実現の確実性としましては、自己資金証明も

あり、確実です。条件・特記事項は、特にありません。総合意見と

しまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、

県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件として、現地調査

委員としましては、許可意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、３番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、３番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、土地の所在

は、脇元、畑が１筆で、面積が２９０㎡です。権利の内容は、所有

権移転で、農地区分は、第３種農地、転用目的は、資材置場で、申

請理由は、事業拡大に伴い、資材置場を確保したいとのことです。 
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事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

こちらの申請は、資材置場なので、工事の完了の報告があった日

から３年間６か月ごとに事業の実施状況を報告することを許可書の

条件に付したいと思います。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員１２番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員１２番です。調査報告いたします。農地区分は、

第３種農地で、問題はありません。申請地の位置は、○○から西

に、約８０ｍの位置にあります。被害防除現況としましては、東が

宅地と雑種地、西が宅地、南が宅地、北が宅地です。申請実現の確

実性としましては、自己資金証明もあり、確実です。条件・特記事

項は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地

及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許

可意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、４番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、４番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、土地の所在

は、蒲生町漆、地目は田、１筆で、面積が３５５㎡です。権利の内

容は、賃借権で、農地区分は、第１種農地、転用目的は、資材置

場・駐車場で、申請理由は、令和７年度林地荒廃防止事業施工にお

ける駐車場及び資材置場として利用するためとのことです。 

こちらの申請は、一時転用なので、一時転用終了後、農地に復元

することを許可書の条件に付したいと思います。 

また、第１種農地のため、県農業委員会ネットワーク機構への意

見聴取案件となります。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員３番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、推進委員３番です。調査報告いたします。農地区分は、第

１種農地でありますが、第１種農地の不許可の例外である、一時転

用に該当するため、問題はありません。申請地の位置は、○○から

南東に、約１７０ｍの位置にあります。被害防除現況としまして
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

は、東が水路、西が県道、南が水路、北が水路です。申請実現の確

実性としましては、自己資金証明もあり、確実です。条件・特記事

項は、一時転用終了後、農地に復元すること。（令和８年３月３１

日まで）。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準

について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取

案件として、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、５番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、５番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、他１名、譲渡人（貸人）は、○○、土

地の所在は、加治木町木田、地目は田、２筆で、面積が６３７㎡の

うち２７２㎡です。権利の内容は、所有権移転で、農地区分は、第

３種農地、転用目的は、一般住宅兼事務所で、申請理由は、住宅兼

美容院を建築したいとのことです。 

こちらの申請は、隣接地１，１８０－２４の用悪水路２３㎡、

１，１８０－２３の用悪水路の一部２．９６㎡と一体利用で、全事

業面積が２９７．９６㎡となります。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１２番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、推進委員１２番です。調査報告いたします。農地区分は、

第３種農地で、問題はありません。申請地の位置は、○○から南西

に、約３１０ｍの位置にあります。被害防除現況としましては、東

が田、西が市道、南が市道、北が宅地です。申請実現の確実性とし

ましては、融資証明もあり、確実です。条件・特記事項は、特にあ

りません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準

について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であり

ます。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、６番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、６番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、土地の所在

は、平松、地目は畑、１筆で、面積が５２５㎡です。権利の内容
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事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

は、所有権移転で、農地区分は、第３種農地、転用目的は、宅地造

成で、申請理由は、宅地造成（２区画）として利用するためとのこ

とです。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員５番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、推進委員５番です。調査報告いたします。農地区分は、第

３種農地で、問題はありません。申請地の位置は、○○から西に、

約１８０ｍの位置にあります。被害防除現況としましては、東が宅

地、西が市道、南が宅地、北が宅地です。申請実現の確実性としま

しては、自己資金証明もあり、確実です。条件・特記事項は、特に

ありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基

準について調査の結果、農現地調査委員としましては、許可意見で

あります。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、７番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、７番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、土地の所在

は、東餅田、地目は田、１筆で、面積が３３㎡です。権利の内容

は、所有権移転で、農地区分は、第３種農地、転用目的は、駐車場

で、申請理由は、申請地を取得して、職員駐車場として利用したい

とのことです。 

こちらの申請は、隣接地３，７２９－１の宅地１２６．６７㎡、

３，７３１－１の宅地７６．４９㎡と一体利用となり、全事業面積

は２３６．１６㎡となります。 

こちらの申請は、駐車場なので、工事の完了の報告があった日か

ら３年間６か月ごとに事業の実施状況を報告する事を許可書の条件

に付したいと思います。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員１２番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員１２番です。調査報告いたします。農地区分は、

第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は、○○から北西
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議 長 
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に、約２１０ｍの位置にあります。被害防除現況としましては、東

が宅地、西が水路、南が宅地、北が宅地と水路です。申請実現の確

実性としましては、融資証明もあり、確実です。条件・特記事項

は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及

び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可

意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、８番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、８番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、土地の所在

は、三拾町、地目は畑、１筆で、面積が３４１㎡です。権利の内容

は、所有権移転で、農地区分は、第２種農地、転用目的は、一般住

宅で、申請理由は、実家の隣地で管理も大変なため、自己住宅を建

築したいとのことです。 

こちらの申請は、議案第２号の１番と関連案件でございます。 

以上で説明を終わります。 

 

本件につきましては、議案第２号の１番で、農業委員４番より報

告済でありますので、調査の結果並びに補足説明につきましては、

省略いたします。 

 

次に、９番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、９番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、 土地の所

在は、平松、地目は畑、１筆で、面積が１，８２３㎡です。 

権利の内容は、所有権移転で、農地区分は、第２種農地、転用目的

は、老人福祉施設で、申請理由は、閑静な住宅街で買い物の便が良

いため、老人福祉施設を建築したいとのことです。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員５番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、推進委員５番です。調査報告いたします。農地区分は、第

２種農地でありますが、その他の農地に該当するため、問題ありま

せん。申請地の位置は、○○から南東に、約５０ｍの位置にありま
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す。被害防除現況としましては、東が宅地、西が公衆用道路、南が

宅地と山林、北が市道です。申請実現の確実性としましては、融資

証明もあり、確実です。条件・特記事項は、特にありません。総合

意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の

結果、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

次に、１０番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、１０番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○、他２名、土

地の所在は、船津、田が１筆の、面積が５８５㎡です。権利の内容

は、所有権移転で、農地区分は、第２種農地、転用目的は、建売住

宅で、申請理由は、住宅需要の条件が整っているため、建売住宅

（２棟）を建築したいとのことです。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員４番に、調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員４番です。調査報告いたします。農地区分は、第

２種農地でありますが、その他の農地に該当するため、問題はあり

ません。申請地の位置は、○○から北西に、約４０ｍの位置にあり

ます。被害防除現況としましては、東が宅地、西が宅地、南が宅

地、北が市道です。申請実現の確実性としましては、融資証明もあ

り、確実です。条件・特記事項は、特にありません。総合意見とし

まして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現

地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

次の、１１番については、取り下げでございます。 

 

これより、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請の処

分決定についての、１番から１０番について、質疑に入ります。質

疑のある委員は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 
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議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請の処分決定につ

いての、１番から１０番について、原案のとおり許可することに賛

成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申

請の処分決定についての、１番から１０番については、原案のとお

り意見決定及び許可が決定いたしました。 

 

――― 日程第７ 議案第５号 ――― 

 

次に、日程第７、議案第５号、農地法第５条の規定による許可申

請に係る意見について、議題に供します。 

 

１番について、事務局の説明を求めます。 

 

 説明に入ります前に、補足説明を致します。農地法第５条の規定

による許可申請に係る意見ということで、こちらの案件につきまし

ては、県の許可になります。２ｈａまでは権限委譲を受けた市町村

の許可、４ｈａまでは県知事の許可、４ｈａを超える場合は、大臣

の許可と農地法でなっております。したがって、今回の申請は、面

積が約２．７ｈａということで、県の許可になる案件となります。 

 許可までの流れは、今回の総会で転用の可否を審査した後に、 

３千㎡超えるため県農業委員会ネットワーク機構に意見聴取を行い

ます。その結果をもって、市とネットワーク機構の意見として、県

に進達を行います。そして、その進達を県が審査し、許可になれば

県知事名で許可証を発行する流れとなっております。 

なお、この審査については、通常の５条の転用の審査と同じ取扱

いになり、審査は通常の５条申請と同様の方法で行いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、１番につきまして、ご説明いたします。 

譲受人（借人）は、○○、譲渡人（貸人）は、○○他３０名、土

地の所在は、平松、地目は田、３７筆の、面積が２７，４１８㎡で

す。権利の内容は、所有権移転で、農地区分は、第３種農地、転用

目的は、事業所用宅地造成で、申請理由は、当地を事業所用宅地造

成用地（1区画）の計画にしたいとのことです。 

こちらの申請は、隣接地３，３２２－４の雑種地２１６㎡、 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

８，２８１の公衆用道路１０６㎡、８，２８２の公衆用道路４４

㎡、８，５６５の用悪水路１６㎡、８，５６６の用悪水路の一部 

２０１㎡と一体利用となり、全事業面積は２８，００１㎡となりま

す。 

こちらは、議案第２号の２番と関連しております。 

こちらの申請は、面積３０ａ超えのため、県農業委員会ネットワ

ーク機構への意見聴取案件となります。 

また、こちらの申請は、全事業面積が２８，００１㎡となってお

り、２万㎡を超えているため、県農業委員会ネットワーク機構への

意見聴取後、県知事に進達して、県の審査を受けてから県が許可を

するという流れになります。 

以上で説明を終わります。 

 

 ただいまの説明に関連して、農業委員１８番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員１８番です。調査報告いたします。農地区分は、

第３種農地であります。申請地の位置は、○○から北西に約７６０

ｍの位置にあります。周囲の現況は、東が田と水路と宅地と里道と

雑種地、西が田と里道と水路、南が田と水路、北が市道と里道で

す。申請実現の確実性としましては、自己資金証明及び融資証明も

あり、確実です。条件・特記事項は、特にありません。総合意見と

しまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、

県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件として、現地調査

委員としましては、許可意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請に係

る意見について、質疑に入ります。 

質疑のある委員は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請に係る意見につ

いて、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いしま

す。 

 

〔賛成多数〕 
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議 長 

 

 

  委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 委 員 

賛成多数により、議案第５号、農地法第５条の規定による許可申

請に係る意見については、原案のとおり決定いたしました。 

 

 

――― 日程第８ 議案第６号 ――― 

 

次に、日程第８、議案第６号、農地の利用目的変更届について、

議題に供します。 

 

１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第６号、農地の利用目的変更願についてご説明い

たします。総会資料は、１５ページでございます。今月の申請件数

につきましては、１件となっております。 

それでは、１番につきましてご説明いたします。 

申請人は、○○、土地の所在は、加治木町日木山の田が１筆、面

積は３４９㎡のうち１４８㎡です。 

農地区分は第３種農地で、変更後の使用目的は、畑です。申請理

由につきましては、現在田として利用していないため、盛土をして

畑として利用したいとのことです。こちらの案件は、議案第１号の

１と関連しております。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、農業委員１１番に、調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

はい、農業委員１１番です。調査報告いたします。農地区分は、

第３種農地であります。申請地の位置は、○○から東に約１７０ｍ

の位置にあります。被害防除現況は、東が市道、西が市道、南が市

道、北が宅地（残地）です。申請実現の確実性としましては、営農

計画もあり、確実です。条件・特記事項は、特にありません。総合

意見として、現地調査委員としましては、承認意見であります。 

以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第６号、農地の利用目的変更届について、質疑に

入ります。 

質疑のある委員は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕  
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それでは、お諮りいたします。議案第６号、農地の利用目的変更

届について、原案のとおり承認することに賛成の委員は、挙手をお

願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第６号、農地の利用目的変更届について

は、原案のとおり承認することに、決定しました。 

 

――― 日程第９ 議案第７号 ――― 

 

それでは、日程第９、議案第７号、農地中間管理事業に係る農用

地利用集積等促進計画（貸借）について、議題に供します。 

１番から１７番について、事務局からの説明を求めます。 

 

それでは、議案第７号、農地中間管理事業に係る農用地利用集積

等促進計画について、ご説明します。総会資料の１６ページをご覧

ください。 

契約の始期は、令和７年１０月１日を予定しております。新規 

１７筆、合計３１，３１４㎡です。契約年数につきましては、３年

間が１件、５年間が４件、１０年間が５件となっております。契約

の詳細につきましては １７ページから１８ページに記載しており

ますのでご確認ください。 

なお、農政課への「地域計画」にかかる意見照会につきまして

は、貸借予定地１７筆中１１筆が地域計画区域内であり、計画への

支障なしとの回答をいただいていることを報告いたします。 

また、耕作者の要件につきましては、営農計画書による調査、農

政コーディネーター等からの聞き取りを基に確認を行っておりま

す。 

議事参与についてです。 

資料は１７ページです。１７番が坂元委員に関連する議案となっ

ております。 

つきましては、農業委員会等に関する法律第３１条の規定「議事

参与の制限」に基づき、議案の裁決に参加できませんので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

 

 これより、議案第５号、農地中間管理事業に係る農用地利用集積

等促進計画（貸借）についての、１番から１７番について、質疑に

入ります。 
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議 長 
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議 長 

 

 

 

 なお、１７番については、議事参与制限により、本日の総会に、

関係者がいらっしゃいますので、個別案件で質疑し、採決いたしま

す。 

 まず、１番から１６番について、質疑のある委員は、挙手をお願

いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

 それでは、お諮りいたします。議案第７号、農地中間管理事業に

係る農用地利用集積等促進計画（貸借）についての、１番から１６

番について、原案のとおり承認することに賛成の委員は、挙手をお

願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

 賛成多数により、議案第７号、農地中間管理事業に係る農用地利

用集積等促進計画（貸借）についての、１番から１６番について

は、原案のとおり承認することに、決定しました。 

 それでは、１７番関係者、農業委員１２番の退席をお願いしま

す。 

 

〔委員退席〕 

 

 それでは、１７番について、質疑のある委員は、挙手をお願いし

ます。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それでは、お諮りいたします。議案第７号、農地中間管理事業に

係る農用地利用集積等促進計画（貸借）についての、１７番につい

て、原案のとおり承認することに賛成の委員は、挙手をお願いしま

す。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第７号、農地中間管理事業に係る農用地利

用集積等促進計画（貸借）についての、１７番については、原案の

とおり承認することに、決定しました。 

農業委員１２番の着席をお願いします。 
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――― 日程第１０――― 

 

次に、日程第１０、農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促

進計画貸借の認可について、事務局からの報告を求めます。 

 

それでは、農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画の

認可についての報告をいたします。資料は、別紙になります。 

農用地利用集積等促進計画の認可・公告について、鹿児島県知事

通知をご覧ください。県知事の認可日は、令和７年８月２０日、同

日付で公告となっております。概要については２ページから３ペー

ジ、各筆の明細については、４ページから７ページをご確認くださ

い。貸付開始日は令和７年９月１日となっており、新規３２筆、 

４２，４８０㎡、変更８筆、８，７８７㎡となっております。 

以上で報告を終わります。  

 

ただいまの報告に関し、発言のある方は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それでは、この案件は報告ですので、これで終わります。 

 

 

――― 日程第１１――― 

 

次に、日程第１１、農地利用集積計画（貸借）の合意解約につい

て、事務局からの報告を求めます。 

 

それでは、農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告をいたし

ます。今月は、１２件が提出されております。 

内容につきましては、別紙、合意解約（８月分）をご確認くださ

い。今月分はすべて、９月１日からの農地バンクの契約締結に伴う

利用権の解約となっております。 

以上で報告を終わります。 

 

ただいまの報告に関し、発言のある方は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それでは、この案件も報告ですので、これで終わります。 
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――― 日程第１２ ――― 

 

次に、日程第１２、その他ですが、委員の皆さんから、何かござ

いませんか。 

 

農業委員１番より 

○農業者年金、農業新聞購読加入推進について 

  

事務局からは、何かありませんか。 

 

○農業委員会だよりについて 

○タブレットの進捗状況について 

 

 農業委員１４番より 

ダブブレットの使い方について、不安がある。今後どうように

なるのか？ 

 

それでは、以上をもちまして、令和７年８月、姶良市農業委員会

総会を、閉会いたします。 

 

姿勢を正してください。一同礼。 

 

 
 

議事録署名委員 

             署名委員            

署名委員            


